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○青木村差別撤廃と人権擁護に関する条例

（柔鵬髪譽月'2日）

（目的）

第１条この条例は、すべての国民に基本的入梅の享有を保障し、法の下の平等を定

める曰本国憲法の理念にのっとり、村民の責務、村の施策等について必要な事項を

定めることにより、部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、

もって平和で明るい青木村の発展に寄与することを目的とする。ｊ

（村の責務）

第２条村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとととも

に、村民の人権意識の高揚を図るための啓発を積極的に推進するものとする。

（村民の責務）

第３条すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあら

ゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する

行為をしないよう努めなければならない。

（施策の推進）

第４条村は、第１条の目的を達成するため部落差別をはじめあらゆる差別をなく

し、すべての村民の人権が擁護される住み良い村づくりのための施策を総合的に推

進するものとする。

（実態調査等の実施）

第５条村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を

行うものとする。

（啓発活動の充実）

第６条村は、人権意識の高揚を図ろため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、

あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進する

ものとする。
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（推進体制の充実）

第７条村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を

強め、推進体制の充実に努めなければならない。

（審議会の設置）

第８条村は、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項を調査審議するた

め、青木村差別撤廃人権擁護審議会（以下「審議会」という｡）を置く．

（任務）

第９条審議会は、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項について、村

長の諮問に応じ調査審議するものとする。

（組織）

第10条審議会は、委員１０人以内で組織する。

２委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

（１）学識経験者

（２）村議会議員

（３）人権擁護委員

（任期）

第11条委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

（会長及び副会長）

第12条審議会に、会長及び副会長１名を置き、委員が互選する０

２会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

（会議）

第13条会議は、会長が召集し、議長となる。

２会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。

（守秘義務）

第14条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。

（庶務）
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第15条審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

（補則）

第16条この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

ｌこの条例は、公布の曰から施行する。

２青木村部落開放審議会条例（昭和46年青木村条例第15号）は、廃止する。

３特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和38年青木村条

の一部を次のように改正する。例第７号）の－

〔次のよう略〕
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